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葬
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換
す
べ

く
生
れ
て

出
て

来
た

現
在
の

会
務
貞
制
度
に

勤
し
て

は
､

(

1
)

｢

公
務
員
の

超
越
的
地
位

､

(

2
)

統
一

的
人

各
行
政
機
構

､

(

3
)

周
撃
的

′

人
事
管
理

､

(

4
)

公
務
員
の

地
位
の

保
障

､

と

い

う

四

細
か

ら
批
判

､

検
討
さ

れ
た

｡

{

座
長
)

東
北
大
撃

柳
瀬
長
幹
氏

､

研
究
報
告
終
了

凌
､

懇
親
骨
が

行
わ
れ

､

歓
談
の

中
に

午
鎮
七

時

散
骨

第
二

日
､

午
前
九

時
牛
開
合

､

第
一

部
昏
(

選
挙
制
度
の

敢
正

閏
題
)

第
二

都
合
(

議
院
内

閣
制
の

研
凛
)

第
三

部

倉
(

公
務
員
制
度
の

批
判
)

.

■

に

分

れ
て

､

午
後
零
時

年
頃
迄
研
究
討
叢
が

行
わ
れ
た
｡

各
部
倉
に

於
け

る

報
告
者
は

次
の

通
り

で

あ
る
｡

(

筆
者
は

第
二

部
昏
に

出
席
)

｡

第
一

都
督

座
長

.

入
江
俊
郎
氏

報
告
者

全
図
選
挙
管
理

委
員
曹

金

丸

三

郎
氏

報
告
者

衆
欝
院
法
制

局

三

浦
義
男
氏

第
二

都
督

座
長

清
宮
四

郎
氏

報
告
者

名
古
屋
大
畢

長
谷
川
正

安
氏

第
三

都
督

座
長

柳
瀬

長
幹
氏

報
告
者

同
志
社
大
挙

高
橋
貞
三

氏

報
告
者

人
事
院
法
制
局

岡
部
史
郎
氏

第
二

都

督
に

於
て

長
谷
川
助
教
授
(

本
革
昭
二

一

年
卒
)

は
､

衆
叢
院

■.
の

解
散
を

論
じ

､

憲
法
第
七

條
第
三

既
に

基
い

て

内
閣
に

璽
ハ

十
九

膜
の

場
合
以

外
に

､

衆
践
院
の

解
散
の

資
質
的
決
定
権
を

輿
え

ん

と

す
る

通
説

に
.
封
七

て
､

親
心

批
判
の

矛
を

向
け

､

衆
誘
院
の

不

信
任
決
覇
権
に

封
抗

す
る

の

が
､

内
閣
の

茸
質
的
解
散
権
で

あ
り

､

そ

れ
が

形
式
的
に

は

天

皇

一

レ

の

国
事
行
欝
と

さ

れ
て

い

る
｡

し

た

が
つ

て

第
大

十
九

膀
と

第
七

條
の

第

三

既
と

は

内
容
上

岡
じ

場

合
を

指
す
の

で

あ
つ

て
､

第
六

十

九

條
以
外
の

場
合
に

､

内
閣
は

解
散
を

決
定
し

う
る

か

と
い

う

開
巌
に

勤
し

て

は

否
定

的
に

答
え

ざ
る

を

得
な
い

､

と

主

張
し

､

多
く
の

問
題
を

提
起
し

､

氏
の

立

論
を
め

ぐ
つ

て

興
味
あ
る

論
高
が

清
澄
に

展
開
さ

れ

た
｡

報
告
昏
終
了

凌
､

園
倉

､

最
高
裁
邦
折

､

人
事
院

､

園
骨
囲
書
館

､

法

務
府
等
に

つ

い

て

見
学
を

行
い

盛
倉
裡
に

第
九

同
組
合
は

経
つ

た
｡

(

市
原
昌
三

郎
)

国
際
法

拳
骨

昭
和
二

十

七

年
度
国
際
法
拳
骨
春
季

大

骨

は
､

五

月
一

日

(

木
)

､

二

日

(

金
)

の

両
日

に

わ
た

り
三

田
の

慶
應
義
塾
大

学
に

お

い

て

開
催
さ

れ

た
｡

因
み

に

昭
和
二

十
六

年
度
春
季
大
骨
は

国
立
の

一

橋
大
翠
に
お

い

て

挙
行
さ

れ
た

｡

今
次
大
倉
の

次
第
は

次
の

通
り
で

あ
る

｡

第
一

日

◇
国
際
私
法
部
督
(

午
前
十
時

-
正

午
)

Jヱβ

反
致
論
に

関
す
る

一

考
壌

◇
国
際
経
済
部

曾
(

午
前
十

時

-
･

丘
午
)

国
際
通
貨
機
構
の

新
動
向

◇
国
際
法
部

倉
(

午
後
一一

時

!
三

時
)

平
和
條
約
と

国
家
童
擢

鵬

誤
草

須
藤

盃

槻

諾
常
永

壷
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l

占
領
と

国
家
主

権

2

被
首
領
国
の

條
約
締
頼
擢

3

安
全
保
障
條
約
と

国
家
主

権

■
第
二

日

◇
外
交
史
及
び

国

際
政
治
部
倉

野
日

講
和
の

国

際
政
治
的
背
景

◇
記
念
撮
影

時

事
併

発

所
長

入

江

唇
四

郎

阜

雷
大

攣

重
雄

数紺
都
大

晋
畑
茂
二

郎

(

午
前
十

時
-

-
卜

正

午
)

.

雷
撃
院

大

管
内
辰
治

数

◇
理

事
曾
及

び

評
萬
貞
曾

(

正

午
-
-
午
後

一

時

牛
〕

◇
絶
骨
及

び

茶
話

骨
(

午
後

一

-
時
牛

-
四

時
)

臥

…
鮒

㌍
緋
時

よ
時
)

■

掛
務

管
竺

■

開
合
の

挨
拶
が

､

営
番
校
慶
大
の

前
原
光
雄

教
援
に

よ
つ

て

行
わ
れ

､

衰
一

甘
の

午
前
は
+

初
過

て

都
督
制
を

採
用
し

て
､

二

分

し

て

報
告
を

聴

取
し

た
｡

国

際
私
法
都

督
は

京

都
大
畢
の

斎
藤
武
生

氏
の

司

骨
の

む
と

に

行
わ
れ

､

新

港
の

須

藤
助
致
軽
の

｢

反
致
+

に

関
す
る

報
告
は

､

こ

の

間

題
に

関
す
る

従
来
の

夢
し
い

畢
詮
を

遍
く
論
評
す
る

と
い
･

つ

よ

り
は

､

寧

ろ

自
己
の

抱
懐
す
る

統
一

的
理

念
的
な

立

場
か

ら
す
る

問
題
都
を

指
摘
し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ
り

､

極
め

て

箆
目

す
べ

き
も
の

で

あ
つ

た
｡

こ

れ

に

勤
し

一

時
間
飴
に

亙
る

清

澄
な

質
疑

磐
骨

が

繰
返
さ

れ
､

有
意
義
な

集

り
で

あ
つ

た
｡

国
際
経
済
部
曾
は

神

戸
外
大
草
長
金

田

琴
一

氏
の

司
骨
の

も

と
に

行
わ

れ
た

｡

清
水
氏
の

報
告
は

､

先
ず

現
在
の

世

界
経
済
贋
造
は

通
貨
面
よ

り

見
る

と
､

拳
固
を

中
心
と

す
る

ド
ル

･

ブ

マ

ッ

ク
､

英
国
を

中
心
上

す

る

J
拳

骨

■
の
′

動

き
･

イ

っ
+

ふ

L
′

ポ

ン

ド
･

ブ

ロ

ッ

ク
､

マ

ー

シ

ャ

ル

プ

ラ

ン

賛
施
後
の

西
敬
諸
国
の

ブ

ロ

ッ

ク
､

ソ

連
針

中
心

と

す
る
ル

ー

ブ
ル

･

ブ

ロ

ッ

ク

の

四
ブ
ロ

ッ

ク

に

類

別
さ

れ
る

と

し
て

､

そ
の

各
々

の

特
質
に
つ

い

で

豊
富
な

資
料
に

基
づ

き

詳
細
な

蕎
明
を

行
つ

た

鎮
､

規
在
の

米
国
経
済
力
の

注
目

す
べ

き
窺
大

性

を

指
摘
し
.､

将
来
ド
ル

を

基
盤

と

し

た

何
ら
か

の

新
し
い

通
貨
決

済
制
度

の

確
立
が

預
想
さ

れ
､

且
つ

へ
〕

れ
は

現
在
の

欺
洲
経

済
協
力
機

構
の

決
済

同

盟
が

世
界
的
に

境
大
さ

れ
た

形

意
に

お

い

て
､

ド
ル

と

ポ
ン

ド

の
一

本

化
の

上
に

な
さ

れ
る

も
の

で

あ
り

､

お

そ
ら

く
は

米
英
の

主

唱
に

よ

り
ブ

レ

ト

ン

･

ウ

ッ

ズ

機
構
の

上

に

築
か

れ
る

も
の

と

考
え

ら

れ
る

こ

と
､

及

び
か

か

各

場
合
に

は
ソ

連
中
心
の

ル

ー

ブ

ル

･

ブ

ロ

ッ

ク

は
こ

れ
か

ら

除

外
さ

れ
る

こ

と

が

頚
想
さ

れ
る

こ

と

を

設
明
し

､

か

く
し
て

世
界
経
済
の

通
貨
面
に

お
い

て

も

米
ソ

の

野
立
が

激
化
す
る

可

能
性
が

存
在
す
る

と

結

ん
.

だ
｡

次
に

国
際
法
都
合
は

､

一

橋
大
畢
大
平

教
経
の

司
昏
の

も

と

に
､

心

二

報

告
者
が

国
家
主

権
の

教
範
か

ら

講
和
論
を

展
開
し

､

先
ず
入

江
民
が

専
ら

ド

イ
ツ

を

封
象
と

し

て

占
領
と

国
家
主

権
に

関
す
る

説
明
を

行
ひ

､

.
無
條

件
降
伏
に

よ

り
ド

イ

ツ

共
和
国
は

戟
亡

し
た

か
､

占
領
管
理

下

に

成
立
せ

る

共
和

国
は

国
家

権
能
を

行
使
し
っ

つ

あ
る

か
､

新
嘗
国
家
は

国
家
と

し

て

同
一

性
を

保
持
し

て

ゐ
る

か

と
の

問
題
を

盤
起
し

､

イ
タ

リ

ア
､

オ

ー

ス

ト

リ

ア
､

ド

イ
ツ

及

び

他
の

膏
枢
軸
衛
星
韓
国
の

占
領
管
理
の

態
様
を

比
較
検
討
し

､

次
い

で

ド

イ

ツ

の

生

硬
の

問
題
に

及
び

､

ド

イ
ツ

国
家
滅

亡

論
と

し
て

ケ

ル

ゼ

ソ

及
び
マ

フ
､

イ

ス

‥
フ

ー

デ

ィ

ソ

の

畢
誅

､

ニ

ュ

ー

ル

ソ

ベ

ル

グ

翻
決

､

在
外
ド

イ
ツ

財
憂
慮
分

権
等
に
つ

い

て

蕎
明
し

､

要

JJ 3



411

一

橋

論

叢
■
弟
二

十
八

筆

算
一

せ

.

､

に
.

こ

れ

と

封
立
す
る
ド

イ

ツ

国
家
存
溝
論
を

ば

最
高

権
能
掌
壌
宣
言
及

び

ポ

ツ

ダ
ム

協
定

等
を

含
む
同
盟
国
の

一

般
方
針

､

野
猿
講
和
方
針

､

若
干

の

講
和
関
係
革
葺

､

ド
イ

ツ

の

再
侵
略
に

備
え

た

諸
條

約
等
を

列
蓼
し
っ

.
つ

設
明
し

た
｡

次
に

一

文

教
授
は

被
占
領
国
の

條
約
締
結
樺
に
つ

い

て

論
じ

､

先
ず
事

資
問
題
と

し
て

｢

休
戦
後

占
領
+

以

摸
に

お

け

る

日

本
の

外
交
自
主

権
の

停
止
･

制
限
及
び

そ

の

羨
和

を

安
置

的
に

殻
明
し

､

次
に

理

論
問
題
と

し

て

條
約
締
結
樺
の

本
質
を

語
り

､

占
領
に

よ

か

国
家
主

権
の

制
限
と

條
約

締
結
擢
と
の

関
係
を

ば

専
ら

被
全
箆
占
領
国
の

法
的
地
位
を

考
慮
に

入

れ

て

誅
明
し

､

休
戦
壊
全
捜
占
領
さ

れ

た

る

被
管
理

図
の

條
約
締
結
睡
は

国

際
法
上

有
数
性
を

認
め

ら

れ
る

も
の

と

結
ん

だ
｡

綬
い

て

田
畑
教

摩
は
日

米
安
全

保
障
條
約
に

関
す
る

政
治
的
批
判
は

差

撞
え

吋

皇
且
剛

筐
し
っ

つ

国
家
主

権
制
限
の

意
義
を

説
き

､

国
家
主
権
そ

れ

自
鰹
の

制
限
と

国
家

主
権
の

行
使
の

制
限
と

を

囁
別
す
べ

き
で

あ
る

と

論

じ
､

モ

ー

ゲ

ソ

ソ

ウ

の

誅
を

引
用
し

て

国
家
は

條
約
を

締
結
し

そ

れ
に

よ

り
行
動
の

自
由
を

制
限
さ

れ
た

か

ら

と

で

童

樺
を

喪
失
す
る

も
の

で

は

な

い

が
､

し

か

し
か

か

る

制
限
が

国
家
の

基

本
的
な
法

制
定

･

執
行
機
能
に

及
ぶ

と

き
に

は

童
擢
は

央
わ
れ
る

と

述
べ

､

今
次
の

日

米
安
全
保
障
供
約

.

(

行
政
協
定
を

含
む
)

ほ

駐
留
軍

除
の

出
動

､

共
同

防
衛
措
置

等
み

鮨
に

お
い

て

は

そ
の

取
扱
い

の

如
何
に

よ
つ

て

は
日

本
町

主

権
そ
の

も
の

を

も

侵
害
す
る

可

髄
性
を

有
す
る

も
の

で

は

あ
る

が
､

擦
約
そ

れ
自
身
に

お
い

て

ほ

直
接
日

本
の

童

擢
を

傷
け

る

も

の

で

は

な
い

と

結
ん
だ

｡

第
二

日
､

外

交
史
及
び

国
際
政
治
部
曾
ほ

東
大

植
田

教

授
の

司
倉
の

も

＼

と
に

行
わ
れ
た

が
叫

武
内
教
援
の

報
告
は

冒

頭
先
ず

封
日

講
和
は

米
国
の

β

世
界
政
策
の

一

環
と

し
て

そ
の

締
結
が

推
進
さ

れ
た

も
の

で

あ
る
こ

と

を

∫

明
か

に

し
､

大
戦
後
の

米
ソ

の

封
立
の

渦
中
に

あ
つ

て

米
国
が

日

本
の

戦

略
的
債
値
を

霊
魂
し

､

日

本
を

自
乱

国
家
群
の

一

･
員
と

し

て

迎
え
日

本
開

展
の

自

費
的
協
力
を

供
つ

て

ソ

連
の

極
東
に

お

け

る

優
勢
を

阻
止

す

る
の

意
圏
に

出
た

も

の

で

あ
る

と

履
き

､

東
に

礎
来
の

厭
洲
膿
例
の

瓦
解
と

と

も

に

既

往
の

米
国
饅
制
も

崩
壊
し

て

米
国
が

直
接
国
際
政
治
の

檜
舞
萎
に

策
り

出
さ

ぎ
る

を

得
な

く
な
る

に

至
つ

た

過
程
を

は
､

モ

ー

ゲ

ゾ

ソ

ウ

の

｢

諸
国
民
間
の

政
治
+

を

引
用
し

っ

つ

詭
明
し

た
｡

全
報
告
終
了

後
､

記
念
撮
影

､

理
事
骨
及

び

評

欝
員
督
に

引
凄
い

て

絶

食
が

開
か

れ
､

植
田
理

事
よ

り
一

般
事
業
報
告

､

江
川
理

事
よ

う
合
計
報

告
が

行
わ
≠

､

役
員

改
選
に
お

い

て

は

山
田
理

事
長
再
選
さ

れ
､

理

事
は

一

切

留
任
し

､

評
耗
負
わ

追
加
が

な
さ

れ
だ
が

新
評
叢
負
の

中
に
は

皆
川

恍
君
が

入
つ

て

い

た
｡

倍
ほ

本
年
度
秋
期
大
倉
々

場
に

は

陶
西
畢
院
大
挙

が

諌
定
さ

れ
た

｡

山
田
理

事
長
及

び
ベ

イ

テ

ィ

博
士
の

挨
拶
の

後
榎
本
俊

一

氏
よ

り
興
味
深
い

外
交
膿
政
談
あ
り

､

経
つ

て

懇
親
督
に

移
つ

て
ほ

横

田

教
授

､

武
者
小
路
氏
等
交
々

立
つ

て

テ

ー

ブ

ル

ス

ピ

ー

チ

を

な

し

和

気

轟
々

裡
に

午

璧
ハ

時
意
義
授
与

怠
学

禽
の

毒
を

閉
ぢ

た
｡

(

佐
藤
和
弟
)

国
際
私
法
拳
骨

′

.

臥
際
私
法
は

､

そ
の

内
容
の

韓
殊
悼
も

あ
り

研
究
者
も

数
少
な

か
つ

た

ヽ

丁
･




